
1/5 

○奈良市名勝大乗院庭園文化館条例 

平成８年３月28日条例第13号 

改正 

平成14年３月28日条例第14号 

平成17年９月30日条例第98号 

奈良市名勝大乗院庭園文化館条例 

（目的及び設置） 

第１条 市民の文化の向上を図るとともに、市民及び本市を訪れる観光客の観覧と利便に供するた

め、名勝大乗院庭園文化館（以下「館」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

名勝大乗院庭園文化館 奈良市高畑町1,083番地の１ 

（事業） 

第３条 館においては、次に掲げる事業を行う。 

(１) 大乗院に関する資料の展示 

(２) 奈良の観光案内及び情報の提供 

(３) その他館の設置目的を達成するために必要な事業 

（指定管理者） 

第３条の２ 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定に基づき、次に掲げる館

の管理に関する業務を同項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）に行わせるも

のとする。 

(１) 前条に規定する事業の実施に関すること。 

(２) 館の使用承認及び使用制限に関すること。 

(３) 館の施設及び附属設備（以下「施設等」という。）の維持管理に関すること。 

(４) その他市長が定めること。 

２ 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の定めるところにより、館を管理しなければな

らない。 

（開館時間） 
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第３条の３ 館の開館時間は、午前９時から午後５時までとする。ただし、別表に掲げる施設につ

いては、午後９時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認める場合は、あらかじめ市長の承認

を得て、開館時間を変更することができる。 

（休館日） 

第３条の４ 館の休館日は、次のとおりとする。 

(１) 月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以下

「休日」という。）に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日） 

(２) 休日の翌日（その日が日曜日、土曜日及び休日に当たるときを除く。） 

(３) 12月26日から翌年１月５日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認める場合は、あらかじめ市長の承認

を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。 

（使用の承認） 

第４条 館の別表に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなけ

ればならない。承認を受けた事項を変更するときも、また、同様とする。 

２ 指定管理者は、前項の承認に際し、館の管理上必要な範囲内で条件を付けることができる。 

（使用の不承認） 

第５条 指定管理者は、次のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認をしてはならない。 

(１) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。 

(２) 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。 

(３) 前２号に定めるもののほか、管理上支障があるとき。 

（使用承認の変更等） 

第６条 指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、その使用の条件を変更し、若しくは使用

を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。 

(１) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。 

(２) 偽りその他の不正の手段により承認を受けたとき。 

(３) 災害その他不可抗力による理由により使用することができなくなったとき、又は使用する

ことが不適当と認められるとき。 

(４) 前３号に定めるもののほか、公益上又は管理上指定管理者が特に必要と認めたとき。 

２ 前項の規定により使用の条件の変更若しくは使用の停止又は使用の承認の取消しを受けた者に
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生じた損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。 

（使用料） 

第７条 第４条第１項の承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、別表に定める使用料を納

付しなければならない。 

（使用料の減免） 

第８条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減免することが

できる。 

（使用料の還付） 

第９条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰すことができない理由により使用

することができなくなったとき、その他市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全

部又は一部を還付することができる。 

（使用者の義務） 

第10条 使用者は、施設等を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。 

（損害賠償） 

第11条 館を利用する者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償し

なければならない。 

２ 市長は、前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない理由

があると認めたときは、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。 

（使用権の譲渡等の禁止） 

第12条 使用者は、館を使用する権利を譲渡し、又はこれを転貸してはならない。 

（行為の禁止） 

第13条 館を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。 

(１) 施設等をき損し、汚損し、又は滅失すること。 

(２) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物

品若しくは動物の類を携行すること。 

(３) 承認を受けないで物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。 

(４) 承認を受けないで印刷物、ポスター等を配付し、又は掲示すること。 

(５) 指定の場所以外で喫煙し、その他火気を使用すること。 

(６) 前各号に定めるもののほか、管理に支障がある行為をすること。 

（入館の禁止等） 
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第14条 指定管理者は、次のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁止し、若しくは退館を命

じ、又はその他の必要な措置をとることができる。 

(１) 前条の規定に違反する行為をし、又はしようとする者 

(２) 前号に定めるもののほか、管理上必要な指示に従わない者 

（委任） 

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例の施行期日は、規則で定める。 

附 則（平成14年３月28日条例第14号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成14年４月１日から施行する。 

（奈良市名勝大乗院庭園文化館条例の一部改正に伴う経過措置） 

９ 第７条の規定による改正後の奈良市名勝大乗院庭園文化館条例別表の規定は、施行日以後の使

用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の

例による。 

附 則（平成17年９月30日条例第98号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成18年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に市長が行った館の使用許可及び市長に対して行われた当該使用許可の

申請は、同日以後においては、指定管理者が行った館の使用承認及び指定管理者に対して行われ

た当該使用承認の申請とみなす。 

別表（第３条の３、第４条、第７条関係） 

区分 

午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日 

９：00～12：

00 

13：00～16：

00 

17：00～21：

00 

９：00～16：

00 

13：00～21：

00 

９：00～21：

00 

展示室 1,200円 1,200円 1,200円 2,400円 2,400円 3,000円 

茶室       

和室       
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会議室       

備考 

１ 入場料等を徴収する場合（次の場合をいう。）の使用料は、規定の使用料の２倍に相当

する額とする。 

(１) 500円を超える入場料を徴収する場合 

(２) 会費又は協力費を徴収する場合 

(３) 会員制度により会員を招待する場合 

(４) 商品等の売上高により招待券を発行する場合 

(５) その他これらに準ずる場合 

２ 使用時間を超過して使用する場合の使用料は、その超過する時間１時間（１時間未満は、

１時間とする。）につき、規定の使用料の１時間当たりの使用料の100分の130に相当する

額（10円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てる。）とする。 

３ 準備又は後片付けのために使用する場合の使用料は、規定の使用料の100分の50に相当す

る額とする。 

 


